
～「こども１１０番の家」～

生涯学習課

地域ぐるみで子どもを守りはぐくむ



「こども110番の家」とは

黄色いステッカーやプレートを、玄関
先など目に入りやすい場所に貼り出
している家や商店など

 1,788軒 （令和４年10月1日現在）



「こども110番の家」での対応

子どもが助けを求めてきたら・・・

保護者に
引き取りを
依頼

③状況に応じて１１０番通報
保護者と学校へ連絡

②事情を聞く

①保護し、落ち着かせる



お子さんへ教えてほしいこと

 「こども110番の家」の利用方法

 「こども110番の家」の場所



「こども110番の家」の登録について

申込➡生涯学習課または各区立小学校

 「こども110番の家」ステッカー、対応マニュアルなどを配布

もしものときのため、見舞金制度あり



「こども110番の家」が増えると・・・


